
12-1

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

開発許可地理情報システム

さいたま市長

都市局都市計画部都市計画課

開発行為許可等業務の総括的処理及び情報管理を行うために
利用する。

１開発許可番号、２開発許可年月日、３面積、４予定建築物
等の用途、５開発区域の名称、６許可を受けた者の住所、７
許可を受けた者の氏名、８許可に付した条件

開発許可等を受けた者

本人及び代理人による開発行為等許可申請書等

含まない

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


12-1

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：都市計画課（事務番号
1168「開発行為等の許可・承認事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-2

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１区名、２生産緑地地区名、３所在地、４指定面積、５地
目、６標識（の有無）、７（標識の）本数、８所有者名、９
所有者住所、１０電話番号、１１（生産緑地地区標識位置図
における）図面番号、１２その土地に関する権利、１３（生
産緑地が一部指定の場合における）一部指定面積、１４（土
地に関する権利における）名義人、１５（生産緑地の）指定
日、１６解除日、１７廃止日、１８備考

生産緑地の所有者及びその利害関係人

本人

含まない

農業委員会事務局農業振興課

個人情報ファイル簿（単票）

生産緑地台帳

さいたま市長

都市局みどり公園推進部みどり推進課

生産緑地指定事務のために利用する。

https://www.city.saitama.jp/00


12-2

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

有

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：みどり推進課（事務番号
62「生産緑地及び特定生産緑地の指定・管理・解除事務」）

該当

（名称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-3

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

特定生産緑地台帳（H4年指定）

さいたま市長

都市局みどり公園推進部みどり推進課

特定生産緑地指定事務のために利用する。

１所有者氏名、２（生産緑地に指定した）当初所有者、３全
所有者（共有含む）４区名、５所在地地番、６指定面積、７
一部指定、８生産緑地指定日、９申出基準日、１０（特定生
産緑地への）移行可否、１１郵便番号、１２住所、１３電話
番号、１４生産緑地地区名
特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書もしく
は特定生産緑地指定を希望しないことの確認書を提出した者
（H4年指定生産緑地に限る。）

本人

含まない

農業委員会事務局農業振興課

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


12-3

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

―

関連する個人情報取扱事務の情報：みどり推進課（事務番号
62「生産緑地及び特定生産緑地の指定・管理・解除事務」）

個人情報ファイルの種別
法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

該当

（名称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

―

―



12-4

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１氏名、２住所、所有する土地の登記情報（３所在地、４地
目、５地積、６持分、７所有権最終移転日）、所有する建物
の登記情報（８所在地、９建物番号、１０建物種類、１１構
造、１２床面積、１３新築年月日、１４最終増改築年月日、
１５持分、１６権利移転年月日、１７敷地面積）

長期未着手地区（大門地区）内に土地・建物の権利を有する
者

登記事項証明書の取得

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

長期未着手地区（大門地区）土地・建物権利者ファイル

さいたま市長

都市局まちづくり推進部まちづくり総務課

長期未着手解消に向けた地区計画策定に係る、権利者への合
意形成活動に利用する。

https://www.city.saitama.jp/00


12-4

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：まちづくり総務課（事務
番号2126「土地・建物権利者調査事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-5

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

土地区画整理事業の清算事務かかる権利者名簿

さいたま市長

都市局まちづくり推進部市街地整備課

土地区画整理事業の清算事務に利用する。

１管理番号、２氏名、３性別、４住所、５生年月日等

施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者

施行者による調査

含まない

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


12-5

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：市街地整備課（事務番号1502
「土地区画整理事業に関する清算事務」）
※法第 74 条第 2 項第 9 号に基づき、東浦和まちづくり事務所（東
浦和第二地区）、与野まちづくり事務所（与野駅西口地区）、岩槻
まちづくり事務所（江川地区）の保有する分のみを取り扱うものと
する。

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-6

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

土地区画整理事業の認可図書の作成にかかる権利者名簿

さいたま市長

都市局まちづくり推進部市街地整備課

市施行土地区画整理事業の各種設計及び計画等の策定に利用
する。

１管理番号、２氏名、３性別、４住所、５生年月日等

施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者

施行者による調査

含まない

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.jp/00


12-6

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：市街地整備課（事務番号
2363「土地区画整理事業に関する設計、計画事務」）
※法第 74 条第 2 項第 9 号に基づき、東浦和まちづくり事務
所（東浦和第二地区）、与野まちづくり事務所（与野駅西口
地区）、岩槻まちづくり事務所（江川地区）の保有する分の
みを取り扱うものとする。

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-7

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１管理番号、２氏名、３性別、４住所、５生年月日等

施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者

施行者による調査

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

土地区画整理事業の施行にかかる権利者名簿

さいたま市長

都市局まちづくり推進部市街地整備課

土地区画整理事業における権利者との折衝等に利用する。

https://www.city.saitama.jp/00


12-7

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：市街地整備課（事務番号
2610「土地区画整理事業の施行に関する取扱事務」）
※法第 74 条第 2 項第 9 号に基づき、東浦和まちづくり事務
所（東浦和第二地区）、与野まちづくり事務所（与野駅西口
地区）、岩槻まちづくり事務所（江川地区）の保有する分の
みを取り扱うものとする。

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

ー

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）



12-8

様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

１管理番号、２氏名、３性別、４住所、５生年月日等

施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者

施行者による調査

含まない

―

個人情報ファイル簿（単票）

土地区画整理事業の審議会運営にかかる権利者名簿

さいたま市長

都市局まちづくり推進部市街地整備課

土地区画整理事業の審議会の運営に利用する。

https://www.city.saitama.jp/00
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：市街地整備課（事務番号2612
「土地区画整理事業に関する審議会運営事務」）
※法第 74 条第 2 項第 9 号に基づき、東浦和まちづくり事務所（東
浦和第二地区）、与野まちづくり事務所（与野駅西口地区）、岩槻
まちづくり事務所（江川地区）の保有する分のみを取り扱うものと
する。

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6-4-4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）


